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１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 議長選出 

 

４ 議事録署名人の選出 

５ 議事 

「議案第１号」 

農地法第３条第１項

の規定による許可申請
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議長 

 

 

議長 

開会宣告（９：００） 

あいさつ 

農業委員会会議規則の規定により議長は会長が務める旨報告。 

（会長が議長となり、以後の議事を進行） 

議事録署名人の選出についてですが、新井委員、太田委員のご両名にお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

はじめに『議案第１号』農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題とい

たします。 

なお、この案件は、農業委員自らが関係する案件でございます。「農業委員会等に関する法律」第３１条

の規定により議事参与の制限が適用されますので、福嶋推進委員には、一時退席をお願いいたします。 

（委員一時退席） 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いいたします。議案第１号は、１件となっております。 

進行番号１でございますが、上池守○○○番地 ○○○○さんが、皿尾○○○番地 ○○○○さんが所有

する上池守字天神町○○番○、地目：田、１，５４５㎡について、経営の拡大を図るため、売買により所有

権の移転を行おうとするものでございます。 

場所につきましては、位置図の１ページをご覧ください。旧星宮小学校の北に位置する上池守地内の農振

農用地でございます。 

以上、議案第１号について、事務局で農地法第３条の許可基準を審査すると共に、現地の耕作状況等を調

査しましたところ、いずれも許可相当と思慮されることからご提案するものでございます。 

以上、説明とさせていただきます。 

事務局から議案第１号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたらお願いいた

します。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第１号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第１号は承認することといたします。 



 

 

 

『議案第２号』 
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退席された委員の入室を求めます。 

（委員入室） 

福嶋推進委員に申し上げます。議案第１号は、原案のとおり承認されました。 

次に、『議案第２号』農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いします。議案第２号は、２件となっております。 

進行番号１でございますが、関根７２５番地１ ○○○○さんが、自己所有の関根字野中○○○番○、地

目：畑、３４９㎡について、住宅１棟、８６．９６㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったも

のでございます。 

申請人は、現在、実家で父親や兄弟、弟家族などと一緒に生活しておりますが、家族が増えたことにより

手狭となってきたことから、独立しようと隣接地に住宅の建築を計画したものでございます。申請地は、集

落に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の２ページをご覧ください。星川の北に位置する関根地内の集落に接する農

地でございます。 

なお、白抜きになっている部分の地目は宅地であり、申請部分と合わせると、敷地面積は３７８．７８㎡

になる予定でございます。 

次に進行番号２でございますが、小針○○○○番地 ○○○○さんが、自己所有の小針字本郷○○○○番

１、地目：畑、１６８㎡ 外２筆、計４０６㎡について、農業用倉庫敷地にしたいとして申請があったもの

でございます。 

申請人は、申請地の隣接地で生活し、農業を営んでおりますが、息子が住宅の建て替えをするために敷地

を調査したところ、農業用倉庫などが農地上にあることが判明しました。今回、この状態を是正するため申

請がなされたものでございますが、申請人は始末書を提出し深く反省しており、また、転用することによる

周囲への影響もないことから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の３ページをご覧ください。ピンク色に塗られた部分で星川の南に位置する

小針地内の集落に接する農地でございます。 

なお、白抜きになっている部分の地目は雑種地であり、申請部分と合わせると、敷地面積は４４４㎡にな

る予定でございます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『議案第３号』 
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また、本申請は是正によるものですが、敷地を農業用倉庫敷地と農家住宅敷地に分けて、農家住宅敷地に

ついては、息子が住宅を建築することからこの後の議案第３号でご審議頂く予定となっております。 

以上で議案第２号の説明を終わりますが、去る５月２０日、現地調査をしていただいておりますので、伊

東委員にご報告をお願いいたします。 

去る５月２０日、私と寺田委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局か

ら申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、許

可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしくお

願いいたします。 

事務局から議案第２号についての説明及び伊東委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第２号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第２号は承認することといたします。 

次に、『議案第３号』農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について、を議題といたし

ます。 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書に対する審議について」ご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお願いします。議案第３号は、１１件となっております。 

進行番号１でございますが、先ほどの議案第２号の進行番号２でご審議頂いた案件と関連がございまして、

長野○丁目○番○○号 ○○○○さんが、父親である小針○○○○番地 ○○○○さんが所有する小針字本

郷○○○○番、地目：畑、８９㎡ 外４筆、計３７６㎡について、使用貸借により農家住宅１棟、１２１．

７３㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、市内の借家で家族と共に生活しておりますが、子供の成長と共に何かと手狭となり、ま

た、将来的に親の面倒を見ることや農業の手伝いもできることから実家で住宅の建て替えを計画し、申請に

至ったものでございます。申請地は、一部農地上に農作業場などが越境しておりますが、申請人は始末書を

提出し深く反省しており、また、転用することによる周囲への影響もないことから、申請事由も妥当である

と思慮されます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所につきましては、位置図の３ページをご覧ください。斜線のピンク色に塗られていない部分で、星川

の南に位置する小針地内の集落に接する農地でございます。 

なお、白抜きになっている部分の地目は宅地や雑種地であり、申請部分と合わせると、敷地面積は２，０

６６．１１㎡になる予定でございます。 

次のページをお願いします。 

進行番号２でございますが、南河原○○○番地○○ ○○○○さん 外１名が、義理の祖母である野○○

○○番地○ ○○○○さんが所有する野字内○○○番○、地目：畑、１６５㎡について、使用貸借により住

宅１棟、６７．４９㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、昨年再婚し、現在は住所地と違う妻のアパートで生活しておりますが、手狭となってきたこと

から住宅の建築を計画いたしました。現住所の住宅は既に処分することが決まっていることから、新たな建

築場所を探していたところ、義母の住宅の近くである本件申請地について承諾が得られたため申請に至った

ものでございます。申請地は、集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されま

す。 

場所につきましては、位置図の４ページをご覧ください。満願寺の南に位置する野地内の集落内農地でご

ざいます。 

次に進行番号３でございますが、足利市中川町○○○○番地○－○○○号 ○○○○さんが、父親である

埼玉○○○○番地○ ○○○○さんが所有する埼玉字百塚通○○○○番○、地目：畑、４８４㎡について、

使用貸借により住宅１棟、７２．８７㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございま

す。 

申請人は、現在、足利市の借家で家族と共に生活しておりますが、農業を引き継ぐ決心をしたことから、

実家の近くで住宅の建築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでご

ざいます。申請地は、集落に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の５ページをご覧ください。県道行田蓮田線の北東に位置する埼玉地内の集

落に接する農地でございます。 

次に進行番号４でございますが、熊谷市下奈良○○○○番地○－○○○号 ○○○○さんが、長野１０１

○○○○番地 ○○○○さんが所有する小見字観音前通○○○○番○、地目：田、３１７㎡ 外１筆、計４

５１㎡について、売買により住宅１棟、４８．０２㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったも

のでございます。 

申請人は、現在、家族と共に借家で生活しておりますが、何かと手狭であることから将来のことを考え、



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅の建築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申

請地は、集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の６ページをご覧ください。斜線ピンク色の部分で武蔵水路の西に位置する

小見地内の集落内農地でございます。 

次に進行番号５でございますが、富士見町○丁目○番地○○－○○○号 ○○○○さんが、長野○○○○

番地 ○○○○さんが所有する小見字観音前通○○○○番○、地目：田、４９９㎡について、売買により住

宅１棟、６１．８２㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、家族と共に借家で生活しておりますが、何かと手狭であることから、子供の学区内で住

宅の建築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請

地は、集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の６ページをご覧ください。ピンク色に塗られていない部分で武蔵水路の西

に位置する小見地内の集落内農地でございます。 

次に進行番号６でございますが、藤原町○丁目○番地○－○○○号 ○○○○さんが、駒形○丁目○番○

○号 ○○○○さんが所有する駒形○丁目○○○○番○、地目：田、４７８㎡について、売買により住宅１

棟、７２．９７㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、家族と共に借家で生活しておりますが、将来のことを考え自己用住宅の建築を計画した

ところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、集落内に介在

する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の７ページをご覧ください。都市計画道路南大通線の南に位置する駒形○丁

目地内の集落内農地でございます。 

次に進行番号７でございますが、荒木○○○○番地○－○○○号 ○○○○○○さんが、荒木○○○○番

地 ○○○○さんが所有する荒木字荒木○○○○番○、地目：田、３２８㎡について、売買により住宅１棟、

６７．０７㎡を建築するための敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、家族と共に借家で生活しておりますが、何かと手狭になってきたため、自己用住宅の建

築を計画したところ、本件申請地について承諾が得られたため申請に至ったものでございます。申請地は、

集落内に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の８ページをご覧ください。武州荒木駅の東に位置する荒木地内の集落に接

する農地でございます。 

次に進行番号８でございますが、斎条○○○番地○ ○○○○さんが、亡 ○○○○○さんの相続財産管理



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人 弁護士 ○○○○さんが管理する埼玉字冨士山通○○○○番○、地目：畑、７３２㎡について、売買に

より資材置場にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、市内で建築、土木工事業を営んでおりますが、資材置場を所有しておらず、自宅の駐車

場や元請業者の置場に無理を言って置かしてもらっている状態であり、その状態を解消したいと土地を探し

ていたところ、本件申請地について承諾を得られたことから申請に至ったものでございます。申請地は、集

落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。右側の斜線部分で県道行田蓮田線の南に位置す

る集落内農地でございます。 

なお、白抜きの部分は宅地であり、合計面積は１，０５４．６０㎡になる予定でございます。 

次に進行番号９でございますが、酒巻○○○番地○ 有限会社○○○○○ 代表取締役 ○○○○さんが、

北河原○○○番地○ ○○○○さんが所有する酒巻字野畑○○○番○、地目：田、６６０㎡について、賃貸

借により資材置場にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、市内で土木工事業を営んでおりますが、事業規模の拡大に伴い重機及び資材の置場が不

足していることから資材置場の拡張を計画したところ、本件申請地について承諾を得られたため申請に至っ

たものでございます。申請地は、集落内に接する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されま

す。 

場所につきましては、位置図の１０ページをご覧ください。酒巻導水路の西に位置する集落に接する農地

でございます。 

なお、白抜きの部分は雑種地であり、合計面積は１，３２０㎡になる予定でございます。 

また、本件申請地につきましては、昨年１２月に当委員会において農振の除外の審議を頂いた案件でござ

います。 

次に進行番号１０でございますが、栄町○○番○○号 株式会社○○ 代表取締役 ○○○○さんが、和

田○○○番地○ ○○○○さんが所有する和田字北屋敷○○○番○、地目：畑、４８８㎡ 外１筆、計６９

１㎡について、売買により従業員用の駐車場敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

申請人は、現在、市内で建設業を営んでおりますが、近隣からの振動の苦情に対応するため、重機の作業

場所を少し離れた従業員用の既存駐車場に移し、そこの車両を本件申請地に移動させることとし、また、事

業規模の拡大のため、令和４年度から社員を増員したことによる駐車場不足を解消することと合わせて駐車

場の拡張を計画したところ、本件申請地について承諾を得られたため申請に至ったものでございます。申請

地は、集落内に介在する農地であることから、申請事由も妥当であると思慮されます。 
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議長 

場所につきましては、位置図の１１ページをご覧ください。県道熊谷羽生線の北に位置する和田地内の集

落内農地でございます。 

なお、重機の作業場所とするのは、県道行田停車場酒巻線と県道熊谷羽生線が交差する北西の角になりま

す。 

また、白抜きの下側の部分は既存駐車場、その上の白抜きの地目は宅地であり、申請地と合わせて造成す

る予定でございます。既存駐車場と合わせた面積は１，３９２．３１㎡になる予定でございます。 

次に進行番号１１でございますが、埼玉○○○○番地○ ○○○○自治会 会長 ○○○○さんが、埼玉

○○○○番地○ ○○○○さんが所有する埼玉字宮前通○○○○番○、地目：畑、２６７㎡について、賃貸

借によりごみ集積場の敷地にしたいとして申請があったものでございます。 

当自治会の現在のごみ集積場は２ヶ所ありますが、１ヶ所は収容量が限界に達しており、また、もう１ヶ

所は道路側溝上であり、強風時は集積箱が倒れ、過去に何度も危険な状態になることもあったことから、こ

の状態をなんとかする必要がございました。このような状況の中で本件申請地を提供して頂ける話が挙がっ

たことから自治会内で話し合った結果、今回の申請に及んだものでございます。申請地は集落内に介在する

農地であることから申請事由も妥当であると思慮されます。 

場所につきましては、位置図の９ページをご覧ください。県道行田蓮田線の南に位置する埼玉地内の集落

内農地でございます。 

以上で議案第３号の説明を終わりますが、去る５月２０日、現地調査をしていただいておりますので、寺

田委員にご報告をお願いいたします。 

去る５月２０日、私と伊東委員並びに事務局職員２名において、現地調査を実施いたしました。事務局か

ら申請地の概要説明を受けた後、申請地すべてにおいて現地確認を行ったところ、申請書どおりであり、許

可相当であると思慮されますことをご報告申し上げます。委員各位におかれましては慎重審議をよろしくお

願いいたします。 

事務局から議案第３号についての説明及び寺田委員から現地調査の報告がございました。何かご意見、ご

質問等がありましたらお願いいたします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので議案第３号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を願

います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第３号は承認することといたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

事務局次長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に、『議案第４号』農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

なお、この案件は、農業委員自らが関係する案件でございます。「農業委員会等に関する法律」第３１条の

規定により議事参与の制限が適用されますので、伊東委員、石井委員、藤間委員、福嶋推進委員、茂木推進

委員、山口推進委員には、一時退席をお願いいたします。 

（関係委員一時退席） 

事務局より説明をいたさせます。 

議案第４号「農用地利用集積計画について」ご説明申し上げます。 

議案書の２ページをお願いいたします。 

本計画は、農業経営基盤強化促進法により、市が農業委員会の決定を経て、定めなければならないとされ

ておりますことから、市農政課より、当委員会の意見を求められているものでございます。 

今回の利用権設定は６月１５日を開始日とするもので、委員の皆様に利用集積活動の一環として取りまと

めをお願いしたものでございます。 

個々の案件につきましては、別紙の「議案第４号 農用地利用集積計画について」のとおりでございます

が、件数が多いため、後ほどご確認いただき、最後のページ、３９ページの「農用地利用集積計画集計表」

によりご説明させていただきます。 

まず、申し出のあった総件数は、ページの一番右下、３７５件、面積の合計は、１１０万３，８０１㎡と

なっております。 

次に、設定期間ごとにご説明いたします。 

はじめに、１．期間設定が１年から４年の設定につきましては、賃貸借が、新規１４件、田畑合計面積３

万９，６００㎡、再設定２１件、田畑合計面積８万９，５４５㎡、計３５件、面積は１２万９，１４５㎡で

ございます。 

使用貸借が、新規９件、田畑合計面積１万７，４２２㎡、再設定５件、田畑合計面積１万４３５㎡、計１

４件、面積は、２万７，８５７㎡でございます。 

次に、２．期間設定が５年から８年までの設定につきましては、賃貸借が、新規４７件、田畑合計面積１

５万７，０４８㎡、再設定８４件、田畑合計面積３０万４，３３７㎡、計１３１件、面積は４６万１，３８

５㎡でございます。 

使用貸借が、新規１４件、田畑合計面積２万１７３㎡、再設定２７件、田畑合計面積６万８，３９０㎡、

計４１件、面積は、８万８，５６３㎡でございます。 

最後に、３．期間設定が９年以上の設定につきましては、賃貸借が、新規８２件、面積２３万１，７５６
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㎡、再設定２０件、田畑合計面積８万２，１５９㎡、計１０２件、３１万３，９１５㎡でございます。 

使用貸借が、新規４７件、田畑合計面積７万４，２６０㎡、再設定５件、田畑合計面積８，６７６㎡、計

５２件、面積は、８万２，９３６㎡でございます。 

全体内容としては、新規２１３件、田畑合計面積５４万２５９㎡、再設定１６２件、田畑合計面積５６万

３，５４２㎡となってございます。 

以上で、説明を終わりますが、事務局といたしましては、いずれも承認相当として、ご提案申し上げます。 

事務局から議案第４号についての説明がございました。何かご意見、ご質問等がありましたら、お願いい

たします。 

（なし） 

ご意見、ご質問がないようですので、議案第４号につきまして、原案のとおり承認に賛成の委員は挙手を

願います。 

（全員挙手） 

挙手全員と認めます。よって議案第４号は承認することといたします。 

退席された委員の入室を求めます。 

（関係委員入室） 

退席された委員及び推進委員に申し上げます。議案第４号は、原案のとおり承認されました。 

次に報告事項でございます。専決事項に関する報告になりますが、事務局から説明をいたさせますので、

お聞き取りいただきますようお願いいたします。 

議案書３ページをお願いいたします。 

（１）及び（２）につきましては、市街化区域内における転用でございます。 

市街化区域内における転用行為は届出の手続きとなっております。 

（１）「農地法第４条第１項第８号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。本件は、

２件の届出があり、転用目的は、駐車場でございます。添付書類も完備されておりましたので、受理をした

ものでございます。 

（２）「農地法第５条第１項第７号の規定に基づく農地転用届出書の専決について」でございます。本件は、

１件の届出があり、転用目的は、長屋住宅でございます。添付書類も完備されておりましたので、受理をし

たものでございます。 

以上で報告事項を終わります。 

事務局から報告事項についての説明がございました。報告事項となりますので、宜しくお願いいたします。 
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以上ですべての議事についての審議並びに報告事項につきましては、終了いたしました。皆様のご協力に

よりまして、議事が円滑に進められましたことに感謝を申し上げまして、議長の職を解かせていただきます。

ありがとうございました。 

つづきまして、その他でございますが、事務局からご説明申し上げます。 

・「緑の募金」運動についての協力依頼について 

・「農業者年金制度」の周囲依頼及びチラシの配布について 

以上をもちまして、第２４回農業委員会を終了いたします。ありがとうございました。 

（９：３４） 
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